
一

「
文
部
省
往
復
」
か
ら
み
る
明
治
初
期
の
「
大
学
」
成
立
過
程

一　

は
じ
め
に

近
代
教
育
史
を
考
え
る
に
お
い
て
大
学
を
中
心
と
し
た
高
等
教
育
の
成
立
を

無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
近
世
期
に
お
い
て

存
在
し
た
教
育
機
関
で
あ
る
昌
平
坂
学
問
所
を
本
校
・
南
校
・
東
校
と
し
て
改

組
し
、
そ
の
後
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
学
制
に
よ
り
近
代
教
育
制
度
の

整
備
が
志
向
さ
れ
、「
大
学
校
」
が
最
高
学
府
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
学
制
で

の
「
大
学
校
」
を
ト
ッ
プ
に
据
え
た
教
育
制
度
の
中
で
設
定
さ
れ
た
「
専
門
学

校
」
と
し
て
、南
校
は
第
一
大
学
区
第
一
中
学
を
経
て
、明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

年
に
開
成
学
校
へ
、東
校
は
第
一
大
学
区
医
学
校
を
経
て
、明
治
七（
一
八
七
四
）

年
に
東
京
医
学
校
に
な
り
専
門
教
育
を
開
始
し
て
い
る
。
明
治
政
府
に
よ
り
数

年
間
と
い
う
短
い
ス
パ
ン
で
近
世
的
な
教
育
機
関
か
ら
近
代
的
な
教
育
機
関
へ

の
転
換
が
志
向
さ
れ
た
こ
と
は
少
な
く
と
も
名
称
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
教
育
制
度
の
転
換
期
に
関
し
て
は
、『
東
京
大
学
百
年

史
』（
１
）

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
様
々
な
研
究
に
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
２
）。

こ
れ
に
対
し
、
近
世
期
の
教
育
制
度
か
ら
「
大
学
校
」、
そ
し
て
近
代
教
育
へ

と
移
行
し
て
い
く
明
治
初
期
に
お
い
て
、
制
度
だ
け
で
は
な
く
、
組
織
お
よ
び

学
生
や
教
員
な
ど
の
構
成
員
の
社
会
的
位
置
付
け
の
具
体
相
を
追
う
必
要
性
が

存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
特
に
明
治
初
期
に
お
い
て
は
南
校
を
中
心

と
し
て
文
部
省
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
公
文
書
を
記
録
し
た『
文
部
省
往
復
』（
３
）

を
中
心
史
料
と
し
て
、
制
度
が
大
き
く
変
容
し
て
い
く
明
治
初
期
に
お
い
て
、

南
校
お
よ
び
第
一
中
学
、
開
成
学
校
の
対
応
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
。

二　
『
文
部
省
往
復
』
の
史
料
的
性
格

ま
ず
は
『
文
部
省
往
復
』
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
。『
文
部
省
往
復
』
は
文

部
省
が
創
設
さ
れ
た
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
以
降
、
南
校
、
第
一
番
中
学
、

開
成
学
校
、
東
京
大
学
と
文
部
省
と
の
間
で
や
り
取
り
さ
れ
た
文
書
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
名
称
は
基
本
的
に
は
『
文
部
省
往
復
』
で
あ
る
が
、『
文
部

省
及
諸
向
往
復
』
や
『
文
部
省
往
復
及
同
省
直
轄
学
校
往
復
』
な
ど
収
録
さ
れ

「
文
部
省
往
復
」
か
ら
み
る
明
治
初
期
の
「
大
学
」
成
立
過
程
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二

て
い
る
内
容
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
東
校
、
医

学
校
、東
京
大
学
医
学
部
と
続
く
組
織
に
関
す
る
文
書
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
南
校
お
よ
び
東
校
の
系
列
が
、
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
に
東
京
大

学
と
し
て
合
併
し
て
以
降
も
、
そ
れ
ぞ
れ
別
組
織
と
し
て
運
営
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
依
拠
し
て
お
り
、
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
に
別
組
織
を
統
合
す

る
総
理
が
創
設
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
。
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
は
庶
務
関
係
が

多
く
、
昭
和
期
の
一
部
を
除
き
黒
布
に
よ
っ
て
装
丁
さ
れ
、
簿
冊
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
年
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
文
書
量
の
多
い
年
は
甲

乙
丙
丁
と
付
さ
れ
分
冊
さ
れ
て
い
る
。
東
京
大
学
か
ら
文
部
省
に
宛
て
て
送
ら

れ
た
文
書
に
関
し
て
は
控
え
、
も
し
く
は
草
稿
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
文
部
省

か
ら
東
京
大
学
宛
て
の
文
書
に
関
し
て
は
原
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
総
数

と
し
て
は
国
立
学
校
設
置
法
が
制
定
さ
れ
た
昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
以
前

で
二
四
八
冊
が
存
在
し
、
内
訳
と
し
て
は
明
治
期
一
三
〇
冊
、
大
正
期
二
六
冊
、

昭
和
期
九
二
冊
で
あ
る
。
文
部
省
側
の
史
料
は
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
の

関
東
大
震
災
に
よ
り
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
た
め
非
常
に
重
要
な
史
料
群
で
あ

り
、
二
〇
一
三
年
に
は
東
京
大
学
史
史
料
室
が
所
蔵
す
る
他
の
史
料
と
と
も
に

重
要
文
化
財
指
定
を
受
け
て
い
る
。

簿
冊
の
内
容
は
目
次
と
文
書
本
体
と
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
目
次
は
後
世
に

製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
目
次
は
必
ず
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、

年
に
よ
っ
て
は
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
簿
冊
も
存
在
す
る
。
ま
た
、

目
次
の
各
項
目
に
は
通
し
番
号
が
記
さ
れ
、明
治
初
期
段
階
で
は
達
、准
允
、伺
、

上
申
、届
、校
内
雑
記
な
ど
法
令
の
形
式
を
中
心
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
図
１
）。

本
文
に
使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
達
な
ど
の
場
合
は
原
文
書
で
あ
る
た
め
発
行

し
た
組
織
の
用
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
文
部
省
か
ら
発
行
さ
れ
た
文
書
の
場

合
は
文
部
省
の
用
紙
に
な
る
。
欄
外
に
は
朱
書
き
で
大
学
側
の
受
け
取
り
の
日

時
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、
受
領
の
際
の
事
務
処
理
の
た
め
大

学
側
の
組
織
の
押
印
（
個
人
印
）
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
押
印

は
「
長
」、「
録
」
と
さ
れ

る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
際

は
「
長
」、「
録
」
の
文
字

の
横
に
責
任
者
の
押
印
が

な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

左
側
に
目
次
で
記
さ
れ
た

通
し
番
号
が
同
じ
く
朱
書

き
で
書
か
れ
て
い
る
（
図

２
）。

図１　明治 4年甲の目次

図２　明治４年甲 118（番号は通し番号）
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初
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の
「
大
学
」
成
立
過
程

こ
れ
に
対
し
て
、
大
学
か
ら
出
し
た
も
の
に
関
し
て
原
文
書
は
文
部
省
側
に

保
管
さ
れ
る
た
め
『
文
部
省
往
復
』
に
収
録
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て

収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
写
し
で
あ
り
、大
学
側
の
用
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る（
図

３
）。
た
だ
し
、「
往
復
」
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
伺
な
ど
で
文
部
省
に
出
さ

れ
、
許
可
申
請
が
降
り
た
文
書
に
関
し
て
は
文
書
の
後
半
に
朱
書
き
で
「
伺
之

通
」
の
よ
う
に
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
（
図
４
）。

こ
の
よ
う
な
形
式
は
文
部
省
往
復
が
編
纂
さ
れ
る
以
前
よ
り
確
立
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
明
治
四
年
一
一
月
十
四
日
に
文
部
省
か
ら
南
校
に
出
さ
れ

た
書
類
に
は
「
旧
大
学
之
時
（
中
略
）
書
面
多
ハ
往
復
書
翰
之
体
裁
ヲ
用
、
改

正
以
来
も
同
様
ニ
有
之
不
相
当
之
事
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
学
制
の
成

立
を
持
っ
て
文
書
の
形
式
も
成
立
し
て
い
っ
た
（
４
）。
し
か
し
な
が
ら
す
ぐ

に
確
立
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
年
に
は
「
総
而
本
省
伺
等
之
書
面
者

図３　明治４年甲 375

図４　明治４年甲 174。「申出之通」とかかれている。



四

月
日
時
附
を
厳
格
ト
相
記
シ
可
有
事
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
書
類
の
日
時
の

記
載
も
不
明
確
で
あ
っ
た
（
５
）。
そ
し
て
、
明
治
四
年
段
階
に
お
い
て
南
校
が

記
録
・
保
管
す
べ
き
編
纂
物
と
し
て
は
次
の
様
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
６
）。

一
日
誌

校
中
一
切
之
事
件
ヲ
記
ス

一
諸
官
省
往
復
留

当
校
ト
諸
局
ト
往
翰
復
翰
ヲ
、
其
侭
綴
込
む
、
尤
本
省
ノ
分
ハ
別
ニ
綴
込

一
諸
願
届
書
留

諸
向
願
出
之
書
付
ヲ
其
侭
綴
込
む

一
御
布
告
留

政
府
之
御
布
令
等
ヲ
綴
ル

一
本
省
往
復
留

当
校
ト
本
省
ト
ノ
往
復
書
翰
ヲ
其
侭
綴
込

一
諸
向
済
留

本
省
又
ハ
政
府
ヘ
伺
済
ノ
書
付
ヲ
其
侭
綴
込
む

一
吟
味
済
検
印
簿

局
中
一
律
吟
味
済
承
別
検
印
ノ
書
也

右
ノ
外
、
別
件
書
籍
等
ノ
書
簿
冊
ハ
別
ニ
製
作
ス
ベ
シ

一
布
令
案
検
印
簿

右
勤
惰
局
持

一
拝
免
録

右
官
員
ノ
拝
命
・
罷
免
達
書
全
文
ヲ
記
ス

一
職
員
簿

右
は
本
職
員
ノ
履
歴
ヲ
記
ス

一
生
徒
進
退
検
印
簿

右
勤
惰
局
持

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
日
誌
か
ら
諸
省
と
の
や
り
取
り
の
記
録
や

職
員
録
な
ど
が
南
校
に
お
い
て
記
録
・
保
存
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

「
文
部
省
往
復
」
は
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
本
省
往
復
留
」
の
み
を
編
纂

し
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
教
職
員
の
事
例
や
そ
の
他
の
法
令
な
ど
を

選
出
さ
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
六
年
に
は
「
当
省
日
誌
・
諸
規

則
類
、
以
来
三
部
と
相
廻
候
様
相
成
候
間
、
日
誌
之
儀
も
三
部
ツ
ヽ
与
別
紙
ニ

記
載
シ
、
廻
達
致
」（
７
）

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
部
ず
つ
制
作

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
同
年
に
は
往
復
文
書
に
関
す
る
書
式
と
し

て
「
先
般
自
他
往
復
文
書
式
相
達
置
候
処
、
右
書
式
猶
区
々
相
成
候
趣
ニ
付
、

以
来
、
別
紙
ニ
照
シ
往
復
文
書
可
飽
取
扱
」
と
し
、
一
覧
表
（
表
１
）
を
付
与

し
て
い
る
（
８
）。
既
述
の
よ
う
に
往
復
文
書
な
ど
「
文
部
省
往
復
」
に
収
録
さ

れ
て
い
る
文
書
の
形
式
は
当
初
よ
り
画
一
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
組

織
お
よ
び
制
度
の
変
化
の
中
で
、
逐
一
確
認
し
、
示
し
な
が
ら
作
り
上
げ
ら
れ

て
い
っ
た
。



五

「
文
部
省
往
復
」
か
ら
み
る
明
治
初
期
の
「
大
学
」
成
立
過
程

三　

学
生
生
活
の
整
備

以
上
の
よ
う
に
『
文
部
省
往
復
』
の
史
料
的
性

格
お
よ
び
形
式
に
関
し
て
検
討
し
て
き
た
が
、
で

は
、
内
容
記
述
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
初
期
段
階
で
は
、
学
生
た
ち
は
貢
進
生
と
さ

れ
、
大
学
機
関
に
よ
る
入
学
試
験
な
ど
で
の
選
抜

で
は
な
く
、
各
藩
が
そ
の
石
高
に
応
じ
た
学
生
数

を
推
薦
・
選
抜
し
た
。
南
校
で
は
明
治
四
年
の
ス

タ
ー
ト
時
に
は
各
藩
か
ら
三
一
〇
名
の
貢
進
生

を
集
め
て
い
た
が
、
こ
の
貢
進
生
と
い
う
制
度

は
、
近
代
教
育
を
志
向
さ
れ
て
作
ら
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
各
藩
の
優
秀
者
を
集
め
、
朝
廷
に
利
す

る
人
材
を
育
成
す
る
と
い
う
復
古
的
な
思
想
の

中
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
（
９
）。
こ
の
よ
う
な
な

か
で
貢
進
生
た
ち
は
東
京
に
集
め
ら
れ
、
学
生
生

活
が
は
じ
ま
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

各
藩
よ
り
参
加
し
た
貢
進
生
た
ち
は
当
然
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
を
背
負
っ
て
参
加
し
て
お

り
、「
先
づ
其
扮
装
を
云
は
ん
に
、
静
岡
、
佐
賀
、

山
口
、
な
ど
云
へ
る
多
少
当
時
に
於
て
奏
西
文
物

の
新
空
気
に
触
れ
て
ゐ
る
各
藩
の
子
弟
は
散
髪

を
綺
麗
に
分
け
て
今
の
所
謂
高
襟
式
の
書
生
が

多
い
が
、
此
れ
に
反
し
て
奥
州
出
羽
あ
た
り
の

山
奥
の
諸
藩
、
若
く
は
山
陰
道
、
九
州
の
果
て
の
小
大
名
の
子
弟
な
ど
は
引
下

髪
を
高
く
紫
の
紐
で
結
び
、
背
裂
羽
織
に
小
倉
の
馬
乗
袴
を
穿
き
、
腰
に
は
双

刀
を
横
へ
、
ま
る
で
芝
居
の
武
者
修
行
の
や
う
な
風
来
」（

10
）

と
後
に
外
務
省
に

て
活
躍
す
る
齋
藤
修
一
郎
が
回
想
す
る
よ
う
に
、
服
装
と
い
う
点
か
ら
も
文
化

的
差
異
の
大
き
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
齋
藤
が
「
学
級
を
区
分
し
て

十
八
組
に
分
ち
、
英
学
の
素
養
の
最
も
あ
る
も
の
の
、
教
科
書
は
ク
エ
ツ
ケ
ン

ブ
ス
の
窮
理
学
、
其
の
次
の
ニ
の
組
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
萬
国
史
、
以
下
次
第
不

動
あ
り
と
云
ふ
の
で
十
八
組
に
終
つ
て
ゐ
る
」（

11
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
学
力

の
差
異
を
埋
め
る
べ
く
ク
ラ
ス
分
け
を
行
い
、
各
ク
ラ
ス
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
っ

た
内
容
の
授
業
を
行
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
後
、「
今
般
学
制
致
改
革
候
ニ
付
、
東
南
両
校
と
茂
、
一
先
ツ
致
閉
校

候
条
、
貢
進
生
ノ
承
も
、
早
々
退
校
可
為
致
候
事
、
此
分
諸
府
県
へ
達
ス
」（

12
）

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
学
制
の
変
更
に
よ
り
、
貢
進
生
も
ま
た
早
々
に
廃
止

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
貢
進
生
を
全
員
そ
の
ま
ま
退
学
さ
せ
る
わ

け
で
は
な
い
。

学
校
之
生
徒
十
中
九
分
者
藩
士
ニ
有
之
候
処
、
大
概
藩
費
ヲ
以
留
学
罷
在
候
ニ

付
、
今
般
廃
藩
被　

仰
付
候
ニ
付
而
者
、
生
徒
不
残
帰
藩
申
付
候
、
然
ル
ニ
生

徒
之
中
、
学
科
相
応
ニ
進
歩
致
し
候
者
不
少
、
只
今
帰
藩
い
た
し
候
而
者
何
れ

も
半
途
ニ
し
て
廃
業
ニ
及
ひ
、
且
教
師
も
数
多
御
雇
入
ニ
相
成
候
処
、
生
徒
無

之
候
而
者
教
導
不
相
立
、
殆
有
名
無
実
ニ
立
寄
候
義
、
概
歎
之
至
ニ
御
座
候
、

依
之
生
徒
之
内
学
科
相
応
進
歩
い
た
し
、
往
々
成
業
之
見
込
有
之
候
者
は
、
其

県
江
相
達
県
費
ヲ
以
修
行
出
来
候
様
不
相
成
候
而
者
、
此
末
人
才
教
育
之
途
廃

組織名

正院 承知候 致度 存候 御届申 有之度 相願申候 相伺申候 御答申候
申上候
差進候

御中

左院・史
官・省使・
寮司・府
県

御院・御省
御使・御寮・
御司

御府・御県
丞ノ名ヲ以
テスルトキ
ハ

承知候 致度 存候 有之度 及御依頼候 及御回答候 及御掛合候 及御問合候 申進候 為御心得 及御達候 御中

府県・督
学局・学
校

其学校・其
局

長官及省ノ
名ヲ以テス
ル時ハ其許

其府・其県 承知候 可致 存候 可有之 及尋問候 及回答候 可相達
可取計
可伺出

為心得
可心得

相達候

奏判官 同 同 同 同 同 同 同 某殿

表１：往復文書形式
「文部省往復」明治6年丁573より作成

対応文言

表１：往復文書形式「文部省往復」明治６年丁 573 より作成



六

止
可
致
候
、
右
之
段
至
急
御
詮
議
之
上
何
分
之

御
沙
汰
被
下
度
奉
存
候
也

辛
未
七
月
廿
日　
　
　
　
　

文
部
省

太
政
官　

御
中

こ
れ
は
明
治
四
年
七
月
二
十
日
に
文
部
省
か
ら
太
政
官
宛
に
出
さ
れ
た
書
状

の
写
し
（
13
）

で
あ
る
が
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
行
政
制
度
が
大
き
く
変
容
す
る
こ

と
を
受
け
て
、
貢
進
生
制
度
も
ま
た
廃
止
へ
と
至
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
貢
進
生
制
度
の
廃
止
は
そ
の
ま
ま
教
育
制
度
崩
壊
へ
と
直

結
す
る
た
め
、
優
秀
な
学
生
に
関
し
て
は
県
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
よ
り
再
度
の

機
会
を
与
え
よ
う
と
検
討
を
希
望
し
て
い
る
。
そ
し
て「
今
般
学
生
改
正
ニ
付
、

別
紙
人
名
一
ト
先
退
学
申
付
置
候
処
、
別
紙
日
割
之
通
、
試
業
之
上
、
入
学
可

差
許
」（

14
）

と
あ
る
よ
う
に
、
学
業
の
優
劣
は
試
験
を
行
っ
た
上
で
の
判
断
に

な
っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
貢
進
生
は
各
藩
か
ら
選
抜
・
推
薦
さ
れ
て
き
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
逆
に
い
え
ば
各
藩
と
の
結
び
つ
き
は
非
常
に
大
き
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
学
制
改
正
を
機
会
と
し
て
、
南
校
が
明
治
四
年
十
月
に
文
部
省
宛
に

出
し
た
書
状
の
写
し
を
見
る
と
、「
諸
府
県

生
徒
之
義
ニ
付
、
願
伺
届
等
ハ

惣
而
当
校
ニ
於
て
取
扱
不
致
候
半
テ
ハ
事
区
々
ニ
相
成
、
終
ニ
者
不
都
合
ヲ
生

シ
可
申
存
候
、
然
而
者
以
来
生
徒
ニ
関
渉
い
た
し
候
事
件
申
出
候
節
者
、
当
校

を
直
ニ
御
廻
シ
有
之
度
候
」（

15
）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
学
生
に
対
し
個
別

に
行
っ
て
き
た
連
絡
手
段
を
全
て
南
校
で
一
括
し
て
取
り
ま
と
め
る
旨
を
訴
え

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
南
校
で
あ
る
が
、
学
生
生
活
を
送
る
た
め
に
組

織
と
し
て
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
書
籍
で
あ
り
、
理
化
学
に
関

す
る
機
械
類
の
準
備
で
あ
る
。

南
校
入
学
之
生
徒
、
学
術
遂
而
進
歩
、
既
ニ
専
門
諸
学
科
研
究
之
地
位
ニ
も
昇

達
セ
ン
ト
ス
ル
勢
ニ
候
処
、
同
校
御
備
之
書
籍
・
器
械
甚
僅
少
ニ
而
、
早
設
備

之
道
不
相
立
候
而
者
、
必
ス
差
支
候
筋
差
起
リ
、
是
カ
た
め
進
歩
之
妨
碍
ヲ
生

シ
可
申
、
然
而
者
今
度
欧
州
到
着
之
上
有
名
之
器
械
家
ニ
依
頼
シ
理
学
・
化
学

機
械
等
ヲ
始
メ
学
術
使
用
之
品
ハ
精
密
ニ
遂
穿
鑿
、
別
紙
目
録
之
品
々
壱
通
買

整
度
、
尤
彼
地
ニ
而
教
師
御
雇
入
、
仮
条
約
取
詰
候
得
ハ
、
其
教
師
之
見
込
ニ

任
セ
、
猶
別
種
類
之
品
も
可
有
之
ニ
付
、
凡
何
千
両
位
之
見
積
ヲ
以
会
計
官
よ

り
出
金
有
之
候
様
、
且
又
後
日
報
知
次
第
彼
地

直
ニ
輸
送
致
シ
候
様
申
組
置

度
候
条
、
旁
相
伺
候
也

辛
未
十
一
月　
　
　
　

文
部
大
丞
田
中
不
二
麿

こ
の
田
中
不
二
麿
の
記
述
（
16
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
理
化
学
に
関
す
る
器
具

類
や
書
籍
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
海
外
に
い
る
専
門
家
に
購
入
を
依
頼
、
も

し
く
は
外
国
人
教
師
と
し
て
契
約
を
し
た
人
物
に
購
入
検
討
を
依
頼
す
る
こ
と

を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
書
籍
に
関
し
て
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
（
17
）。

洋
書
之
儀
者
是
迄
舶
来
之
品
も
少
ク
且
者
高
価
之
儀
ニ
テ
書
生
輩
安
易
ニ
難
得

有
之
、
加
之
仮
令
得
ル
ノ
力
ア
ル
モ
急
速
之
事
ニ
ハ
難
運
、
都
合
よ
り
是
迄
教

官
生
徒
共
ニ
官
籍
拝
借
取
斗
候
処
、
追
々
損
敗
ニ
モ
至
り
候
得
者
、
時
々
新
規
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「
文
部
省
往
復
」
か
ら
み
る
明
治
初
期
の
「
大
学
」
成
立
過
程

御
買
上
ケ
被
致
候
而
者
不
相
成
候
処
、
何
分
弐
千
五
百
金
之
握
額
中
ニ
テ
購
ヒ

候
テ
ハ
高
金
之
書
籍
十
分
御
買
上
も
難
出
来
候
条
、
自
今
官
籍
拝
借
之
者
ヘ
ハ

少
分
之
拝
借
料
為
相
納
候
様
い
た
し
度
、
左
候
得
者
新
規
御
買
上
候
分
、
一
々

補
ヒ
モ
相
成
、
大
ニ
可
然
ト
存
候
ニ
付
、
此
段
相
伺
候
也
、

辛
未
六
月
十
日　
　
　

大
学

弁
官
御
中

特
に
学
生
に
と
っ
て
は
洋
書
が
高
価
で
あ
り
、
ま
た
手
に
入
れ
ら
れ
た
と
し

て
も
時
間
の
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
教
員
お
よ
び
学
生
と
も
に
書

籍
を
南
校
か
ら
借
り
る
こ
と
を
し
て
い
た
が
、
書
籍
の
貸
出
が
多
く
な
る
と
劣

化
が
激
し
く
な
り
、
新
し
い
書
籍
購
入
の
た
め
に
拝
借
料
の
検
討
を
企
図
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
学
術
環
境
の
整
備
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
に
関
し
て
学
生
の
生
活
環
境
も
整
備
を
行
っ
て
い
た
。

当
校
寄
宿
生
食
物
之
儀
、是
迄
之
品
ニ
テ
ハ
何
分
滋
養
相
成
候
者
無
之
故
、漸
々

病
人
ノ
ミ
相
増
シ
、
終
ニ
廃
学
之
徒
不
少
候
ニ
付
、
別
紙
献
立
書
ヲ
以
テ
町
人

三
四
輩
へ
入
札
申
付
候
処
、
築
地
小
田
原
街
田
中
喜
三
郎
入
札
之
分
、
安
直
ニ

シ
テ
上
品
相
撰
ヒ
候
趣
申
出
候
条
、
先
ツ
添
地
寄
宿
舎
丈
ケ
、
右
之
者
へ
賄
方

申
付
度
候
、
是
段
相
伺
候
也
、

辛
未
九
月　
　
　

南
校

文
部
省
御
中

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
学
術
環
境
の
み
な
ら
ず
寄
宿
舎
に
お
け
る

食
環
境
の
整
備
も
行
っ
て
い
た
（
18
）。
さ
ら
に
は
「
今
般
開
校
已
後
ハ
生
徒
食

物
ニ
牛
肉
相
用
候
処
、
市
港
之
牛
肉
ニ
而
ハ
何
分
新
鮮
之
品
無
之
候
ニ
付
、
当

校
賄
方
福
井
数
右
衛
門
よ
り
校
中
ニ
屠
牛
場
取
設
ケ
、
自
分
手
ニ
テ
屠
リ
候
牛

肉
相
用
度
旨
願
出
候
、
右
者
生
徒
之
健
全
ニ
も
関
係
致
シ
候
事
ニ
付
、
今
度
囲

込
相
成
候
豊
津
県
旧
邸
之
内
、
右
之
屠
牛
場
為
設
立
候
」
と
南
校
が
文
部
省
に

訴
え
て
い
る
よ
う
に
新
鮮
な
食
材
を
揃
え
る
た
め
に
、
牛
肉
処
理
の
た
め
の
場

所
確
保
を
願
い
出
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
文
部
省
は
「
申
出
之
通
、
然
処
牛

肉
之
儀
ハ
東
校
ニ
お
い
て
も
多
分
入
用
ニ
付
、
同
校
配
分
之
都
合
ニ
御
取
計
可

有
之
候
事
」
と
し
、
東
校
の
分
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
許
可
を
出
し
て
い
る
（
19
）。

四　

教
員
の
整
備

南
校
か
ら
開
成
学
校
へ
と
組
織
が
変
化
し
て
い
く
な
か
で
、
学
生
た
ち
も
各

藩
が
選
抜
・
推
薦
し
て
き
た
貢
進
生
か
ら
、
学
制
改
正
お
よ
び
廃
藩
置
県
と
社

会
制
度
が
大
き
く
変
容
し
て
い
く
な
か
で
試
験
選
抜
な
ど
変
化
し
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
は
学
生
の
学
術
環
境
お
よ
び
生
活
環
境
の
整
備
に
力
を
入
れ
て
い
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
そ
れ
に
対
し
、
教
員
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
貢
進
生
た
ち
は
雇
外
国
人
を
中
心
と
し
た
教
員
た
ち
か
ら
語

学
を
中
心
に
学
ん
で
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
是
迄
、
南
校
御
雇
教
師
ノ
義
、

多
ク
ハ
横
浜
辺
在
留
ノ
者
ニ
テ
教
導
順
席
不
心
得
ノ
者
も
有
之
、
不
都
合
ニ
付

約
条
期
限
後
ハ
可
成
米
英
等
よ
り
適
当
ノ
教
師
相
控
候
様
取
斗
」（

20
）

と
書
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
南
校
で
の
教
育
が
は
じ
ま
っ
た
当
初
は
決
し
て
優
秀
な
教
員

ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
教
師
を
撰
む
ハ
後
進
開
導

之
基
本
、
教
師
其
撰
を
得
さ
ル
ハ
却
而
開
化
之
緒
端
を
乱
し
、
其
事
挙
ら
さ
る
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ハ
勿
論
之
義
ニ
御
座
候
、
然
処
是
迄
南
校
教
師
御
雇
入
之
法
疎
漏
に
て
、
英
九

人
・
仏
四
人
・
独
逸
四
人
之
内
、
中
々
ニ
者
横
浜
辺
滞
在
之
風
来
教
師
を
以

て
、
一
時
姑
息
之
撰
に
充
て
動
も
す
れ
は
、
教
師
免
許
之
証
書
も
無
之
、
其
学

力
我
生
徒
ニ
た
も
劣
り
候
者
往
々
有
之
、
或
ハ
其
学
力
あ
り
と
い
へ
と
も
人
物

其
撰
に
当
ら
す
、
只
開
化
之
緒
端
を
乱
し
候
而
己
な
ら
す
、
海
外
ニ
対
し　

御

国
辱
ニ
も
可
相
成
儀
与
奉
存
候
間
、
其
善
悪
之
次
第
ニ
応
し
、
追
々
雇
替
相
成

候
様
仕
度
、
然
而
者
今
般
理
事
官
と
し
て
洋
行
之
命
と
な
し
候
を
機
会
と
し
彼

地
ニ
於
て
、
夫
々
人
物
学
力
を
探
索
精
撰
し
、
是
迄
御
雇
入
相
成
居
候
輩
御
雇

替
料
と
し
て
仮
条
約
取
結
ひ
帰　

朝
之
節
、
相
伴
ひ
候
様
仕
度
、
此
段
奉
伺
候
、

尤
人
員
且
給
料
等
ハ
別
紙
見
込
之
通
御
座
候
也
」（

21
）

と
当
時
、
文
部
大
丞
で 

あ
っ
た
田
中
不
二
麿
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
風
来
教
師
」
が
多
か
っ
た
南
校 

教
員
の
雇
い
替
え
の
た
め
外
国
に
ま
で
足
を
運
び
な
が
ら
探
す
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
や
っ
て
き
た
雇
外
国
人
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
行
動
、

特
に
国
内
通
行
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
に
滞
在
す
る
外
国
人
の
行
動
が
制
限
さ
れ
た
の
は
安
政
五（
一
八
五
八
）

年
に
締
結
さ
れ
た
日
米
修
好
条
約
が
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
明
治
六
・
七

年
に
か
け
て
「
内
地
旅
行
規
則
」
が
成
立
す
る
ま
で
は
、
公
務
の
た
め
の
移
動

を
除
い
て
、
外
国
人
は
所
定
の
居
留
地
を
除
い
て
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
（
22
）。
こ
れ
に
対
し
、
南
校
の
教
員
が
国
内
を
移
動
す
る
際
に
は
、「
御

雇
教
師
出
行
之
節
、
付
添
護
衛
之
も
の
儀
者
、
教
師
壱
人
ニ
護
衛
壱
人
ツ
ヽ
与

相
心
得
、
出
勤
人
数
之
儀
も
同
断
之
割
合
を
以
相
詰
可
然
哉
奉
伺
候
事
」
と
移

動
や
南
校
へ
出
勤
す
る
際
に
は
護
衛
が
付
け
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
以
外
の
土
地

へ
妻
子
と
行
く
場
合
も
「
教
師
妻
子
共
召
連
れ
他
出
節
も
、
付
添
ノ
も
の
増
員

無
之
事
」と
増
員
せ
ず
に
護
衛
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
対
応
し
て
い
る（

23
）。
ま
た
、

具
体
的
な
規
則
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。

教
師
護
衛
規
則

一
教
師
壱
人
外
出
之
時
ハ
、
護
衛
壱
人
を
以
テ
限
り
与
可
致
事

一
教
師
二
人
以
上
一
同
外
出
之
時
ハ
、
都
テ
護
衛
二
人
を
限
り
与
可
致
事

一
教
師
一
人
外
出
与
二
人
以
上
一
同
外
出
ト
ニ
論
ナ
ク
、
昼
間
護
衛
を
伴
ハ
ず

外
出
願
之
者
ハ
、
勝
手
た
る
べ
シ
、
但
途
中
不
慮
之
事
あ
り
と
も
自
招
ノ
禍

と
致
す
事
勿
論
な
り

一
教
師
陸
行
に
て
横
浜
へ
罷
越
す
節
者
、
護
衛
各
品
川
茶
店
迄
護
送
シ
、
夫
校

中
護
衛
屯
所
江
引
取
る
べ
し
、
預
メ
其
帰
着
時
刻
定
メ
置
候
ハ
ヽ
、
迎
と
し

て
同
所
迄
護
衛
差
出
し
、
若
刻
限
之
定
無
之
時
者
、
護
衛
を
送
ラ
ズ
、
尋
常

東
海
道
旅
行
之
外
国
人
同
様
た
る
へ
き
事

一
教
師
、
一
人
又
者
二
三
の
生
徒
を
誘
ヒ
歩
行
間
行
等
致
し
候
節
ハ
、
護
衛
実

に
不
用
た
り
故
に
之
を
付
ケ
サ
ル
事

以
上

こ
こ
に
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
基
本
的
に
雇
外
国
人
に
対
し
て
は

護
衛
を
つ
け
る
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
護
衛
に
関
し
て
は
南
校
が
独
自

に
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
教
師
が
横
浜
に
行
く
際
に
は
、
品
川
ま
で
は
護
衛

が
同
道
し
、
帰
り
の
際
は
時
間
を
決
め
て
迎
え
に
行
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
か
ら

も
東
京
と
い
う
一
定
範
囲
内
の
移
動
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
的
な
規
制
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
昼
間
の
移
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動
に
関
し
て
は
護
衛
を
つ
け
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
何
か
起
き
た
場
合
は

「
自
招
ノ
禍
」
と
し
て
処
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
護
衛
の
人
員

は
基
本
的
に
大
学
が
揃
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
明
治
四
年
に
大
学
か
ら
弁
官

に
出
さ
れ
た
書
状
を
見
る
と「
南
校
外
国
教
師
附
添
人
ニ
而
護
衛
使
都
不
足
故
、

去
ル
十
二
月
中
外
務
省
よ
り
別
手
組
借
受
置
候
処
、
今
度
増
人
出
来
候
余
別
手

組
返
却
い
た
し
候
」（

24
）

と
書
か
れ
て
お
り
、
人
員
不
足
の
場
合
は
外
務
省
に
借

り
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
東
京
内
、

も
し
く
は
東
京
と
居
留
地
の
あ
る
横
浜
と
の
間
の
移
動
だ
け
で
あ
り
、
国
内
通

行
に
関
し
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
国
内
交
通
は
全
く
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
規
則
上
、
外
国
人
に
は
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、

学
術
研
究
や
療
養
の
た
め
に
は
出
願
が
あ
れ
ば
可
能
で
あ
っ
た
（
25
）。

教
師
旅
行
之
儀
ニ
付
申
上

外
国
教
師
東
京
内
通
行
者
開
キ
所
へ
両
人
又
ハ
三
人
同
行
之
節
ハ
護
衛
壱
人
差

立
来
候
処
、
今
般
休
業
中
東
京
外
へ
旅
行
致
シ
候
ニ
付
而
ハ
、
仮
令
両
人
又
ハ

三
人
同
行
い
た
し
候
共
、
教
師
壱
人
江
護
衛
壱
人
ツ
ヽ
可
差
立
候
、
右
ハ
或
ハ

病
気
等
ニ
而
半
途

立
戻
候
者
も
可
有
之
、
或
ハ
其
先
々
ニ
而
立
留
候
者
も
可

有
之
事
実
、
不
都
合
候
間
、
右
之
辺
ニ
而
取
斗
申
候
、
且
教
師
之
内
護
衛
附
添

相
断
申
出
候
も
の
ハ
相
省
キ
可
申
、
此
段
申
上
候
也
、

明
治
五
壬
申
年
六
月
十
一
日　
　
　

南
校

本
省
御
中

教
師
之
内
、
仮
令
護
衛
附
添
相
断
候
者
有
之
候
共
、
萬
一
不
慮
之
儀
有
之
候
而

者
不
相
成
候
間
、
押
テ
差
添
候
様
可
取
計
事[

文
部
省
押
印]

こ
こ
で
明
治
五
年
に
南
校
か
ら
文
部
省
に
出
さ
れ
た
書
類
（
26
）

に
書
か
れ
て

い
る
よ
う
に
、
南
校
教
師
が
東
京
外
へ
旅
行
す
る
際
に
は
護
衛
を
つ
け
な
い
と

南
校
側
は
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
文
部
省
か
ら
は
不
慮
の
出
来
事
へ
の
対
応

の
た
め
に
、
外
国
人
側
が
護
衛
を
断
っ
て
も
、
さ
ら
に
重
ね
て
必
要
性
を
主
張

す
る
よ
う
に
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
外
国
人
の
内
地
旅
行
制
度
が
確
立
さ

れ
る
ま
で
は
、
南
校
教
師
の
国
内
移
動
は
基
本
的
に
は
学
校
側
か
ら
護
衛
が
付

け
ら
れ
る
中
で
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
な
お
、
同
年
の
外
国
人
教
師
が
ど
の
よ
う

な
場
所
へ
の
旅
行
を
希
望
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
人
マ
イ
ヨ
と

フ
ォ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
は
日
光
・
熱
海
、
ア
メ
リ
カ
人
の
ハ
ウ
ス
と
ス
コ
ッ
ト
は
京

都
、
ド
イ
ツ
人
の
グ
リ
ー
フ
ェ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
ビ
ジ
ョ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク

人
の
ロ
ー
ゼ
ン
ス
タ
ン
ク
は
小
田
原
、
ド
イ
ツ
人
の
ク
ニ
ン
ピ
ン
ク
は
日
光
、

イ
ギ
リ
ス
人
の
ホ
ワ
イ
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
人
の
シ
ェ
ン
ク
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
メ

イ
ジ
ョ
ル
は
日
光
か
ら
富
士
山
、
ア
メ
リ
カ
人
の
ウ
ェ
ー
ダ
ル
は
神
戸
、
ア
メ

リ
カ
人
の
グ
リ
プ
イ
ス
は
箱
根
・
静
岡
・
日
光
・
富
士
山
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
ホ
ー

ル
は
富
士
・
熱
海
・
箱
根
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
グ
ー
プ
ィ
ー
は
富
岡
、
フ
ラ
ン
ス

人
の
レ
ピ
シ
エ
は
日
光
か
ら
富
士
で
あ
っ
た
（
27
）。

五　

住
環
境
の
整
備

南
校
が
整
備
し
て
い
っ
た
の
は
、
学
生
生
活
の
環
境
や
教
員
の
整
備
だ
け
で

は
な
い
。
学
生
や
教
員
が
日
々
通
い
、
勉
学
研
究
を
行
う
校
舎
設
備
に
関
し
て

も
同
様
に
整
備
し
て
い
く
必
要
が
存
在
す
る
。
南
校
が
存
在
し
た
場
所
は
、
江



一
〇

戸
時
代
ま
で
は
開
成
学
校
が
設
置
さ
れ
て
い
た
神
田
一
ツ
橋
で
あ
る
。
し
か

し
近
世
か
ら
近
代
へ
と
移
行
す
る
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
の
敷
地
を
利
用
し
て

い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
廃
藩
置
県
以
降
、
江
戸
に
存
在
し
た
多
く
の
大
名
屋

敷
が
政
府
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
て
い
き
、
そ
れ
が
様
々
な
施
設
に
転
用
さ
れ
て

い
っ
た（

28
）。こ
の
中
で
南
校
も
新
し
い
施
設
整
備
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

明
治
四
年
に
南
校
か
ら
文
部
省
に
出
さ
れ
た
書
状
（
29
）

に
は
「
丸
岡
県
邸
之
儀

ニ
付
、
東
京
府
書
面
御
差
廻
シ
致
一
覧
候
、
然
ル
処
右
者
囲
込
相
済
次
第
、
速

ニ
営
繕
差
加
へ
生
徒
寄
宿
舎
ニ
可
致
積
り
、
樞
要
必
須
之
地
ニ
有
之
、
加
之
囲

込
地
中
央
之
場
所
故
請
取
方
延
引
い
た
し
候
而
者
外
一
同
之
手
際
ニ
も
差
響
キ

不
都
合
不
少
候
条
、
其
込
御
亮
察
至
急
請
取
方
相
成
候
儀
、
御
措
置
有
之
度
、

此
段
及
御
回
答
候
也
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
旧
丸
岡
藩
の
藩
邸
を
寄
宿
舎
に
し

た
い
た
め
手
続
き
な
ど
を
急
い
で
依
頼
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
年
十
二

月
一
三
日
に
南
校
か
ら
文
部
省
に
出
さ
れ
た
書
状
に
は
「
有
馬
従
四
位
邸
御
買

上
之
儀
申
遣
候
処
、
右
長
屋
者
寄
宿
舎
ニ
相
用
住
居
向
者
何
之
用
タ
ル
哉
御
問

合
之
趣
、
右
者
長
屋
住
居
ト
モ
寄
宿
又
ハ
教
場
ニ
相
用
候
積
り
」
と
書
か
れ
て

お
り
、
丸
岡
県
の
邸
宅
だ
け
で
は
な
く
久
留
米
藩
主
で
あ
っ
た
有
馬
頼
咸
の
邸

宅
も
買
上
げ
、
寄
宿
舎
も
し
く
は
教
場
と
し
て
の
利
用
を
検
討
し
て
い
た
。
こ

の
理
由
と
し
て
同
年
十
二
月
十
日
の
南
校
か
ら
文
部
省
へ
の
書
状
を
見
る
と

「
当
校
添
地
之
貢
進
生
寄
宿
舎
追
々
破
損
之
ヶ
所
出
来
、
殊
ニ
大
風
地
震
等
之

節
者
殆
ト
傾
頽
可
致
程
様
罷
成
、
寒
心
不
少
候
よ
り
、
右
手
入
之
儀
大
蔵
省
へ

掛
合
、
既
ニ
昨
今
営
繕
取
掛
り
ニ
モ
可
相
成
趣
、
承
知
致
シ
候
、
然
ル
処
、
右

及
掛
合
候
以
来
追
々
時
月
相
後
レ
随
テ
破
損
ヶ
所
モ
益
相
増
シ
、
当
節
ニ
至
リ

候
而
者
、
一
通
り
営
繕
差
加
候
ト
モ
、
又
々
不
日
手
入
不
申
候
ハ
ヽ
不
相
成
者

必
然
与
被
存
候
間
、
右
寄
宿
営
繕
之
儀
者
見
合
候
而
、
此
度
囲
込
相
成
候
有
馬

従
四
位
邸
長
屋
ヲ
以
テ
生
徒
寄
宿
ニ
致
候
ハ
ヽ
、
万
端
都
合
も
宜
敷
、
且
永
久

相
保
可
申
存
知
候
処
、
右
邸
ハ
有
馬
従
四
位
私
邸
ニ
有
之
候
間
御
買
上
無
之
て

ハ
不
相
成
、然
ル
に
前
條
取
掛
可
相
成
営
繕
金
ハ
千
八
百
両
も
申
事
に
及
聞
候
、

左
候
得
ハ
右
入
用
金
を
以
て
買
上
相
成
候
得
ハ
、
実
ニ
一
挙
両
全
と
存
候
条
、

至
急
大
蔵
省
御
掛
合
有
之
度
、
此
段
申
進
候
也
」（

30
）

と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ

ま
で
は
敷
地
内
の
寄
宿
舎
を
修
繕
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
た
が
、
既
存
の

寄
宿
舎
の
建
物
の
老
朽
化
が
ひ
ど
い
た
め
、
有
馬
邸
の
買
上
げ
を
検
討
し
始
め

た
こ
と
が
わ
か
る
。

明
治
五
年
二
月
二
七
日
に
南
校
か
ら
文
部
省
に
出
さ
れ
た
書
状
に
は
「
当
校

囲
込
地
内
元
豊
津
県
表
門
通
り
長
屋
一
ト
棟
、
凡
一
尺
三
・
四
寸
程
モ
相
傾
キ
、

其
侭
捨
置
候
テ
ハ
大
風
等
之
節
傾
頽
可
致
ト
存
候
間
、
右
御
払
下
ケ
致
シ
、
右

代
金
ヲ
以
テ
小
破
之
ヶ
所
々
造
営
差
加
へ
候
様
取
斗
候
積
り
御
座
候
」
と
書
か

れ
、
文
部
省
か
ら
は
「
売
却
相
成
候
上
ハ
代
価
本
省
ヘ
可
致
上
納
候
事
」（

31
）

と

返
答
が
あ
り
了
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
周
辺
地
域
の
整
備
も
同
様
に
進
め
て

い
た
。
新
し
い
組
織
に
な
り
、
新
し
い
設
備
を
整
備
し
て
い
く
上
で
敷
地
は
非

常
に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
特
に
近
世
期
に
は
モ
ザ
イ
ク
状
に
様
々
な
家
屋

が
存
在
し
て
い
た
江
戸
と
い
う
都
市
を
踏
ま
え
て
南
校
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に

は
、
そ
の
モ
ザ
イ
ク
状
の
土
地
を
組
み
込
む
必
要
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
明

治
五
年
七
月
十
三
日
に
南
校
が
文
部
省
に
対
し
、「
残
地
之
内
表
神
保
町
之
如
キ

者
前
後
并
表
通
り
者
御
囲
込
相
済
、
偉
少
之
場
所
相
残
り
居
候
処
、
多
ク
者
破

屋
・
明
地
等
ニ
テ
取
締
向
も
不
宜
、
且
者
学
校
ニ
於
ひ
て
後
来
無
量
之
不
都
合

与
可
相
成
存
候
間
、
外
残
地
之
分
者
兎
も
角
も
御
都
合
ニ
任
セ
可
然
候
得
共
、
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前
段
場
所
之
儀
者
、
何
れ
ニ
も
御
囲
込
相
成
度
存
候
」（

32
）

と
訴
え
て
い
る
よ
う

に
、
周
辺
地
域
の
土
地
を
囲
い
込
み
南
校
の
利
用
で
き
る
土
地
に
し
よ
う
と
画

策
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、南
校
と
し
て
の
敷
地
周
辺
だ
け
で
は
な
く
「
大
学
校
」

と
し
て
相
応
し
い
土
地
を
調
査
し
て
お
り
、
同
年
五
月
に
南
校
か
ら
文
部
省
に

出
さ
れ
た
書
状
で
は
「
大
学
校
建
築
地
所
之
儀
、
過
日
校
長
へ
御
相
談
有
之
候

ニ
付
、
教
頭
フ
ェ
ル
ベ
ッ
キ
を
始
、
教
官
・
監
事
等
同
道
ニ
而
所
々
見
分
及
調

査
候
処
、
当
校
近
所
囲
込
地
所
者
湿
地
ニ
而
撰
地
ニ
不
至
ハ
言
を
俟
た
す
、
又

今
之
本
省
地
所
如
哉
与
検
査
ニ
及
候
ニ
本
郷
街
道
与
堀
端
通
路
接
近
致
し
中
間

之
中
僅
か
一
町
半
程
之
狭
地
ニ
而
無
論
御
用
地
ニ
不
相
成
、
又
上
野
与
着
眼
致

し
相
考
候
処
、
既
ニ
過
半
以
上
者
陸
軍
省
之
囲
込
地
ニ
相
成
、
之
ニ
加
る
ニ
園

囲
余
り
繁
華
之
地
ニ
而
大
学
校
之
地
坪
与
相
占
免
難
く
候
付
、
尚
又
駿
河
台
及

検
査
候
ニ
高
燥
に
て
恰
も
一
囲
城
之
形
を
な
し
地
ノ
利
事
と
し
て
全
備
せ
さ
る

な
し
、
殊
更
天
文
台
築
造
ニ
至
而
者
他
之
地
之
比
す
る
所
ニ
決
す
、
旁
以
衆
議

訣
台
ニ
決
し
申
候
間
、
別
紙
朱
引
内
大
学
校
不
援
之
御
用
地
与
御
治
定
有
之

度
、
尤
建
物
并
坪
数
等
別
記
差
出
候
、
且
右
地
所
之
義
ニ
付
フ
ェ
ル
ベ
ッ
キ
其

他
地
所
見
分
致
候
者
之
内
建
言
相
添
、此
段
相
伺
候
也
」（

33
）
と
書
か
れ
て
お
り
、

フ
ル
ベ
ッ
キ
な
ど
と
と
も
に
南
校
周
辺
、
本
郷
街
道
、
上
野
、
駿
河
台
と
東
京

各
地
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
、
既
述
の
よ
う
に
南
校
は
第
一
大
学
区
第
一
番
中
学
、
そ
し
て
開
成

学
校
へ
と
名
称
が
変
更
し
て
い
く
中
、
随
時
、
学
校
と
し
て
の
設
備
の
整
備
は

行
わ
れ
て
い
る
。
明
治
六
年
二
月
一
二
日
に
第
壱
番
中
学
か
ら
文
部
省
に
出
さ

れ
た
書
状
に
は
「
寄
宿
舎
新
築
場
所
者
丸
岡
并
亀
岡
・
高
岡
旧
三
邸
跡
江
取
設

候
様
、
兼
而
申
上
置
候
処
、
尚
又
衆
議
之
上
、
地
形
・
地
質
等
ヲ
モ
熟
検
い
た

し
候
処
、
当
時
体
操
場
ニ
相
用
候
場
所
者
、
地
形
者
前
三
邸
ヨ
リ
高
燥
ニ
シ
テ

当
学
用
地
之
由
、
一
之
土
地
柄
ニ
而
寄
宿
舎
取
設
候
ニ
、
最
モ
適
当
之
場
所
被

存
候
、
然
而
者
右
之
場
所
へ
新
舎
取
建
、
体
操
場
ハ
旧
静
岡
邸
跡
へ
相
移
候
得

者
、
生
徒
出
入
之
便
利
者
勿
論
、
加
之
追
々
人
家
稠
密
相
成
候
近
傍
市
街
之
火

除
地
ト
モ
相
成
、
一
挙
両
得
之
儀
ニ
付
差
向
新
築
場
所
取
替
之
儀
不
取
敢
申
上

候
也
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
寄
宿
舎
の
新
築
の
た
め
に
用
意
し
て
い
た
場
所
と

体
操
場
と
し
て
利
用
し
て
い
た
土
地
と
の
交
換
を
検
討
し
、「
書
面
伺
之
通
可
取

斗
事
」
と
文
部
省
か
ら
許
可
を
得
て
い
る
（
34
）。

六　

お
わ
り
に

近
世
か
ら
近
代
の
転
換
期
に
お
い
て
教
育
制
度
も
ま
た
大
き
く
変
化
し
て
い
っ

た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
明

治
十
（
一
八
七
七
）
年
に
東
京
大
学
と
改
称
さ
れ
た
が
、
名
称
の
み
の
変
更
で

あ
り
、
実
態
に
は
大
き
な
変
化
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
35
）。
こ
れ
は
既
述
の

よ
う
に
、
明
治
初
期
の
教
育
制
度
は
貢
進
生
を
代
表
と
す
る
よ
う
に
名
称
や
制

度
が
大
き
く
変
化
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
近
世
期
か
ら
地
続
き
で
あ
り
、
且
つ
明

治
政
府
の
「
王
政
復
古
」
的
な
側
面
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
化
的
・
社
会
的
な
連
続
性
だ
け
で
は

な
く
、
断
絶
性
・
新
規
性
も
ま
た
同
様
に
存
在
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
文

部
省
往
復
」
を
基
礎
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
、明
治
初
期
に
お
け
る
近
代
教
育
、

特
に
大
学
教
育
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

「
文
部
省
往
復
」
は
文
部
省
と
南
校
、
第
一
番
中
学
、
開
成
学
校
な
ど
と
の

間
で
交
わ
さ
れ
た
公
文
書
を
収
録
し
た
簿
冊
史
料
で
あ
る
。
内
容
は
庶
務
関
係



一
二

が
多
く
、
明
治
初
期
段
階
で
は
達
、
准
允
、
伺
、
上
申
、
届
、
校
内
雑
記
な
ど

法
令
の
形
式
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
関
東
大
震
災
に
よ
り
文
部
省
側
の

史
料
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
非
常
に
貴
重
な
史
料
群
と
言
え
る
。

こ
の
「
文
部
省
往
復
」
を
見
る
と
、
明
治
初
期
に
お
け
る
本
格
的
な
専
門
教
育

を
始
め
る
上
で
の
試
み
を
様
々
な
側
面
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

ば
、
各
藩
の
推
薦
・
選
抜
を
受
け
て
進
学
し
て
き
た
貢
進
生
と
い
う
存
在
も
、

廃
藩
置
県
以
降
は
優
秀
者
の
み
を
試
験
に
よ
っ
て
残
し
、
次
第
に
大
学
組
織
に

よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
く
存
在
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
ま
た
、
彼
ら
の
学
生
生

活
も
ま
た
実
験
や
研
究
で
必
要
な
器
具
類
そ
し
て
書
籍
類
を
学
校
側
が
準
備

し
、
且
つ
食
生
活
に
も
気
を
配
っ
て
い
る
状
況
が
わ
か
る
。

学
生
た
ち
は
主
と
し
て
外
国
人
に
諸
外
国
の
言
語
を
学
ん
で
い
た
が
、
そ
の

教
員
も
ま
た
新
し
い
近
代
教
育
に
お
い
て
は
整
備
の
対
象
で
あ
っ
た
。時
に「
風

来
教
師
」
と
指
摘
さ
れ
る
ほ
ど
、
ス
タ
ー
ト
時
の
教
員
た
ち
は
教
育
能
力
が
低

か
っ
た
た
め
に
、
契
約
期
間
が
過
ぎ
た
場
合
は
継
続
せ
ず
に
新
し
い
人
材
を
探

す
必
要
が
存
在
し
た
。
ま
た
、
そ
の
外
国
人
教
員
が
東
京
内
部
お
よ
び
国
内
を

通
行
す
る
際
に
は
学
校
側
か
ら
護
衛
を
つ
け
て
い
た
が
、
こ
れ
は
学
校
独
自
の

規
則
で
あ
り
、
法
的
に
強
制
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
人
的
存
在
に
対
す
る
整
備
だ
け
で
は
な
く
、
建
築
や
土
地
と
い

う
ハ
ー
ド
的
な
側
面
も
ま
た
拡
充
さ
せ
る
必
要
が
存
在
し
た
。
近
世
期
の
教
育

施
設
か
ら
の
連
続
性
が
存
在
す
る
と
は
い
え
、
施
設
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
寄
宿
舎
や
教
場
な
ど
の
た
め
に
周
辺
区
画
の
土
地
を
購
入

し
、
活
用
し
て
い
た
。
こ
れ
は
「
囲
い
込
む
」
と
い
う
言
葉
の
通
り
、
モ
ザ
イ

ク
状
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
近
世
的
な
都
市
構
造
を
一
つ
ず
つ
組
み
込
ん
で
い

き
、大
学
と
い
う
目
指
す
組
織
と
し
て
大
き
く
再
構
成
す
る
必
要
が
存
在
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
旧
来
か
ら
使
用
し
て
い
る
南
校
の
所
在
地
を
そ
の
ま
ま

利
用
し
続
け
る
必
然
性
は
な
く
、
フ
ル
ベ
ッ
キ
ら
の
調
査
に
よ
っ
て
東
京
各
所

が
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
き
た
が
、
近
世
か
ら
近
代
へ
と
移
行
す
る
明
治
初
期
の

数
年
間
に
お
け
る
南
校
お
よ
び
第
一
番
中
学
、
開
成
学
校
を
検
討
し
た
。
様
々

な
側
面
か
ら
学
校
組
織
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
環
境
整
備
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
細
か
い
取
り
組
み
が
、
そ
の
後
、
ど
の
よ

う
に
変
化
し
た
の
か
、
も
し
く
は
結
実
し
得
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
考
察

す
る
必
要
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
ま
た
明
治
初
期
と
い
う
短
い
時
間
軸
の
み
で

検
討
し
た
た
め
、
よ
り
大
局
的
な
側
面
か
ら
事
象
を
検
討
す
る
必
要
も
ま
た
存

在
す
る
。
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